
様式第２号の２（第９条関係） 

（表） 
 

 

 屋外広告物表示届出書（車両広告物用 ）  

                                         年  月  日 

   日光市長    様 

 

                      届出者  住 所 

                           （法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                           氏 名                  

                           （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                           電 話（              ） 

                           担当者（              ） 

 

     

   

  日光市屋外広告物条例施行規則第９条第２項第３号の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。 

  

  

 

 広 告 物 の 形 状 等  

 縦  ：   ｍ    特 殊 装 置： 有・無 

 横  ：   ｍ    光源の点滅： 有・無 

 面積：   ㎡     車両からの突出： 有・無 

 

 ※広告物が複数ある場合は裏面に記入すること。 

 

 

 数  量 

  

 表 示 の 内 容   

 表 示 の 目 的   

 

車両が通行する経路 

 
地域区分 

 

 表 示 の 期 間             年  月  日から      年  月  日まで 

 

 

 工 事 施 行 者  

  住  所                 電話番号 

  （法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

  氏  名 

  （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

  屋外広告業の登録    年  月  日  登録番号 

 

 添 付 書 類 

 １ 広告物の形状等に関する図面 

 ２ 広告物を表示する車両の通行経路図 

 ３ 広告物を表示する車両の使用権を証する書面 

 受

付

印 

 

 



（裏） 

広告物の形状等 

 形状等 

番号 

縦 

(ｱ) 

横 

(ｲ) 

面積 

(ｱ)×(ｲ) 

数量 特殊装置 光源の点滅 車両からの 

突出 

 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 ｍ ｍ ㎡  有・無 有・無 有・無 

 備考 広告物ごとに「番号」を付した上で記入すること。ただし、表示内容が同一の広告物については、 

   まとめて記入すること。また、「広告物の形状等に関する図面」にも同じ番号を付すこと。 

 


